
公益財団法人 テクノエイド協会 

企画部 五島 清国 

第三回 ロボットビジネス研究会 

The Association for Technical Aids(ATA) 

平成２６年２月５日（水） 会場：ユニコムプラザ 

～ 政策動向から介護現場の実態、直面する課題とその解決策 ～ 
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主な内容 

１．高齢者介護の現状と将来像 
 

２．福祉用具の役割、開発から普及の課題 
 

３．各種法律における福祉用具の取り扱い 
 

４．介護ロボットに関する取り組み 
     

５．認証マークと情報システムについて 
 

６．福祉用具の研究開発にあたって 
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１．高齢者介護の現状と将来像 
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要介護度別認定者数の推移 
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（１）2010年から2025年までの15年間で、65歳以上の 高齢者は約709万人増加。社会全体の高齢化率

（総人口に占める高齢者の割合）が23％から30％に大幅上昇。 

（２）団塊の世代が一挙に高齢者になり、2012～2014年には毎年100万人以上高齢者が増加。 

（３）介護職員の数も2010年の150万人から、2025年には240万人が必要。 

（４）7割が腰痛を抱えるという現場の負担軽減が必要。 

介護現場の課題 

（%） 日本の高齢者人口と高齢化率 

（万人） 

ロボット介護機器が期待される背景 

高齢者数の崖 
2025年問題 
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高齢者白書2012 

ロボット介護機器が期待される背景 

世界に先駆けて 
日本が介護のあり方を 
構築する立場にある 
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介護保険の総費用等の推移について 

総費用の伸び 

１号保険料の推移（加重平均） 

 
第１期（Ｈ12～14年度）   第２期（Ｈ15～17年度）  第３期（Ｈ18～20年度）      第４期（Ｈ21～23年度）   第５期（Ｈ24～26年度）    

 
 
 

２，９１１円 ３，２９３円 ４，０９０円 ４，１６０円 

介護報酬改定 
  
 平成15年改定      平成17年改定(H17.10施行)   平成18年改定         平成21年改定       平成24年改定   

 

 
 

 

 

 

▲２．３％ ▲１．９％ ▲０．５％ ＋３．０％ 

（注）2000～2010年度は実績、2011年度・2012年度は予算ベース。 

約＋２％ 
（1.5万円分） 

処遇改善交付金（21補正：基金（～23末）） 
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(24 年度 

8.9 兆円 

＋１．２％ 

報酬へ飲み込み 

４，９７２円 

○ 制度創設10年あまりで費用が２倍以上に伸びている。 
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介護サービス量と給付費の将来見通し 

657万人（1.5倍） 
• 介護予防・重度化予防により全体として

3％減 

• 入院の減少（介護への移行）：14万人増 

463万人分（1.5倍） 

40万人分（7.6倍） 
 

15万人分（－） 

62万人分（1.9倍） 

24万人分（1.5倍） 
37万人分（2.2倍） 

133万人分（1.4倍） 

73万人分（1.4倍） 
（うちユニット51万人分（70％）） 

60万人分（1.3倍） 
（うちユニット29万人部（50％） 

663万人（1.5倍）   

447万人分（1.4倍） 

8万人分（1.5倍） 
 

― 

52万人分（1.6倍） 

25万人分（1.6倍） 
27万人分（1.6倍） 

164万人分（1.7倍） 

87万人分（1.7倍） 
（うちユニット22万人分

(26％）） 

76万人分（1.6倍） 
（うちユニット4万人分（5％）） 

○ 現状の年齢階級別のサービス利用状況が続いたと仮定した場合（現状投影シナリオ）に比べ、改革シナリオでは
在宅・居住系サービスを拡充。      ※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）  

利用者数                 452
万人 

在宅介護 

 うち小規模多機
能 
うち定期巡回・ 
随時対応型サービス 

320万人分 

5万人分 
 

― 

居住系サービス 

 特定施設 
 グループホーム 

33万人分 

16万人分 
17万人分 

介護施設         

  特養 
  

 老健（＋介護療養） 

98万人分 

52万人分 
（うちユニット13万人

（26％）） 

47万人分 
（うちユニット2万人（4％）） 

2012年度 
2025年度 

（現状投影シナリオ） 
2025年度 

（改革シナリオ） 

介護職員 149万人  237～249万人 

介護費用  ８．９兆円 ２１兆円 

第１号保険料（月額） 約4,972
円 

約８，２００円 8 



① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,658万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,658万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立
度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況は異なるた
め、各地域の特性に応じた対応が必要。 

（万人） 

（1,000世帯） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の
高齢者数の推計（括弧内は65歳以上人口対
比） 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 

 

今後の介護保険をとりまく状況について 

280万人 

（9.5％） 

345万人 

（10.2％） 

410万人 

（11.3％） 

470万人 

（12.8％） 
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埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国 

2010年 
＜＞は割
合 

58.9万人 
＜8.2%＞ 

56.3万人 
＜9.1%＞ 

79.4万人 
＜8.8%＞ 

84.3万人 
＜9.5%＞ 

66.0万人 
＜8.9%＞ 

123.4万人 
＜9.4%＞ 

25.4万人 
＜14.9%＞ 

11.9万人 
＜16.6%＞ 

18.1万人 
＜15.5％＞ 

1419.4万人 
＜11.1%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（2.00倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.92倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.87倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.81倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.77倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.60倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.16倍） 

13.7万人 
＜22.1%＞ 
（1.15倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.15倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.54倍） 

（％） 
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。  
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一人暮らし高齢者数の推移と将来推計 

実績値    推計値   

（単位：千人）    

○「一人暮らし高齢者数」は、男性・女性ともに増え続けている。 
○「一人暮らし高齢者数」の増加は、高齢者人口の増加率を上回っている。 

 出典：総務省「国勢調査」､ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」、「日本の将来推計人口」    

一
人
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ら
し
の
高
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数
 

高
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口
に
占
め
る
割
合
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大綱の記述 措置事項  

 地域包括ケアシス
テムの構築 
  

－在宅サービス・居
住系サービスの強
化 
 

－介護予防・重度
化予防 
 

－医療と介護の連
携の強化 
 

－認知症対応の推
進 

＜在宅でのサービスや生活支援サービスを充実＞ 
○ 介護保険で受けられる新サービスを創設【平成24年4月～】 
①24時間、必要なときに訪問介護・訪問看護をセットで提供 
②通い、泊まり、訪問を組み合わせたサービス（小規模多機能型居宅サービス）に、さらに訪問看護も組み合わせたサービ
スを提供 

○ 介護が必要な高齢者を介護する家族を支援するため、緊急にショートステイが必要になった高齢者のためにベッドを空
けている事業所に対する加算や、長時間のデイサービスに対する加算を創設【平成24年4月～】 

○ 市町村が、要介護状態になるおそれがある高齢者等が、介護予防と日常生活の支援（栄養改善を目的とした配食など）
をセットで提供する事業を実施【平成24年4月～】 

○ 訪問リハビリを提供するときに、訪問介護の責任者も一緒に利用者宅に訪問して、共同で訪問介護の計画を作成する
場合の加算するなど、高齢者の自立に向けたサービスを充実【平成24年4月～】 

○ 医療・介護の連携の推進のため、病院から円滑に在宅生活に移行することができるよう、ケアマネジャーが、退院時に
病院と情報共有を行った場合の加算の見直しや、病院又は診療所の医師等とともに利用者宅を訪問した場合の加算の創
設【平成24年4月～】 

 → 今後も、医療と介護の連携方策について検討を進める（省内に在宅医療・介護推進プロジェクトチームを設置） 
 

＜高齢者の住まいを確保＞ 
○ 見守りや生活相談などのサービスを提供する高齢者向けの住宅の登録制度を創設し、必要なサービスを受けられる質
の高い高齢者向けの住宅を提供【平成23年10月～】 

  

＜認知症の人を支援＞ 
○ 今後認知症高齢者が急増することが予想されることから、平成25年度からの５年間に行う施策をまとめた認知症施策推
進５か年計画を作成。【平成24年度から調査研究などを実施】 

 

＜地域での多職種での支援体制＞ 
○ 介護や医療などの様々な職種の人たちが集まって、解決困難な課題を抱えている高齢者が自立するために必要な支援
を話し合う「地域ケア会議」の普及のため、会議の運営を支援する人や医師などの専門職の派遣を支援する事業を開始
【平成24年4月～】 

 

    介護が必要な高齢者も、住み慣れた地域での暮らしを続けることができる 
    地域包括ケアシステムを構築 
 

社会保障・税一体改革の介護分野の対応状況（平成24年度制度改正にて措置） 
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 

・24時間対応の訪問サービス 

・複合型サービス 

   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 

                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医 
 ・地域の連携病院 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 通所・入
所 

・急性期病院 
・亜急性期・回復期 
 リハビリ病院 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

介護の将来像（地域包括ケアシステム） 
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、 
 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで 
 きるようになります。 
 
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口   
 は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。 
  地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ 
  き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 
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２．福祉用具の役割、開発から普及の課題 
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国際生活機能分類（ＩＣＦ） 福祉用具利用の目的 
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②自立支援の考え方に沿った福祉用具の活用 

 要介護者の意向と残存能力等を踏まえた適正な福祉用具を使用することは、
「生活機能の向上」と「介護負担の軽減」に資するものであり、ひいては要介
護者の「活動」や「参加」を促進し、生活機能の活性化を図るものである。 
  
  
 
 
 
 
 
  
 一方、要介護者の意向や残存能力等を充分に踏まえず安易に福祉用具を導入
することは、身体機能の低下や廃用症候群の発生を招くものであり、また、一
歩間違えば、大きな事故にも繋がる危険性がある。 
 
（つくられた歩行不能の例） 
 適切な関与がなされなかったため、本来なら歩行不能にならなくても良かっ
たはずの人が、歩行不能になる。 
 適切なリハビリで歩行自立の可能性があるにも関わらず「転ぶといけないか
ら」という理由で車いすを利用した場合 
 

15 The Association for Technical Aids(ATA) 



 （つくられた歩行不能の例） 
 適切な関与がなされなかったため、本来なら歩行不能にならなくても良かっ
たはずの人が、歩行不能になる。 
 適切なリハビリで歩行自立の可能性があるにも関わらず「転ぶといけないか
ら」という理由で車いすを利用した場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※大川弥生先生による文献参考 
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段 階 開発側 介護現場側 

着想・開発段階 ・介護現場は機器を使用した介護に否定的なイメー
ジがある。 

 

・利用者のすべてのニーズを取り入れると開発しよ
うとする機器は多機能となる。 

・開発側は介護現場の実情を開発側が把握していない。 

 （例えば、介護業務の全体の流れを把握せずに、機器
の開発を行うため、本来介護職員が確認するところが
できなくなる等） 

 

・開発側は必要以上に多様な機能を搭載しようとしがち
である。 

試作機の開発・ 

実証段階 

・モニター調査に協力してくれる施設や被験者を確
保することが困難。 

 

・安全性に関する基準や有効性等を評価する方法
が構築されていないため、実証することが困難。 

 

・介護現場は経験則で行っており、データの収集が
困難。 

 

・倫理審査は重要だとは思うが、簡素化などできな
いか。 

・モニター調査に協力するための体制や人的な余裕が
ない。 

 
・試作機を評価する職員の確保が困難。 

（感想をいう程度なら協力は可能だが、評価を行う場
合はスタッフが足りない。） 

 
・試作機を使用して事故が起きないか不安。 
 

・試作機を使用することになる被験者や家族から理解を
得にくい。 

市場投入段階 

（実用化・製品
化） 

・新たな機器を先駆的に導入してくれる介護現場が
少ない。 

 

・新たな機器の情報を触れる機会が少なく、機器を使用
した介護の方法等がよく分からない。 

 

・新たな機器を導入しようとしても、最初は価格が高価
になるのではないか。その機器がコストに見合う効果
があるのか疑問。 

（参考）介護ロボットの実用化に関する開発側、介護現場側の主張 

出典：平成２３年度 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（厚生労働省） 
17 



３．各種法律における福祉用具の取り扱い 
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「福祉用具」 ＝ 「福祉機器」や「介護機器」 同義語 → 福祉用具法で定義 

福 祉 用 具 医療器具 

健康用具 

スポーツ用具 

日常生活用具 

自助具 介護用具 

補装具 その他 

機能訓練用具 

 福祉用具法が施行される以前から福祉用具を指す法律的な用語としては、身
体障害者などが用いる「補装具」や「日常生活用具」などがある。 
 また、一般的に「福祉用具」は、「福祉機器」や「介護機器」などと同義語
として用いられている。 
 ただし、同じ福用具であっても介護保険法や障害者自立支援法の中では、そ
れぞれ異なった定義がされているので注意が必要である。 

福祉用具の定義 
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福祉用具の定義 

福祉用具法 介護保険法 障害者総合支援法 

福祉用具とは・・・ 
 
心身の機能が低下し
日常生活を営むのに
支障のある老人又は
心身障害者の日常生
活上の便宜を図るた
めの用具及びこれら
の者の機能訓練のた
めの用具並びに補装
具をいう。 

対象福祉用具は・・ 
 
身体の機能が低下し
日常生活を営むのに
支障がある要介護者
等の日常生活上の便
宜を図るための用具
及び要介護者等の機
能訓練のための用具
であって、要介護者
等の日常生活の自立
を助けるためのもの
をいう。 

補装具は・・・ 
 
障害者等の身体機能
を補完し、又は代替
し、かつ、長期間に
わたり継続して使用
されるものその他の
厚生労働省令で定め
る該当するものとし
て、義肢、装具、車
いすその他の厚生労
働大臣が定めるもの
をいう。 
 
※「日常生活用具」について別
途基準あり 
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その他の福祉用具 

介護保険の保険給付の対象となる 

「福祉用具」 

障害者総合支援法より支給
される「補装具」 

障害者総合支援法により給付 
される「日常生活用具」 

オーファン・プロダクツ 
使用者が少数 

市場規模が小さい 
調整と適合が必須 

ユニバーサルデザイン 
アクセシブルデザイン 
誰にでも使用できるもの 

便利なもの 

福祉用具とは 

利用者と市場の関係 

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律における定義（平成５年１０月施行） 

 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用
具及び機能訓練のための用具並びに補装具をいう。 

21 



介護保険おける福祉用具の取扱い 
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介護保険における福祉用具 

【制度の概要】 

○介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能
訓練の ための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう
助けるものについて、保険給付の対象としている。 

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

対象種目 ・車いす（付属品含む） ・特殊寝台（付属品含む） 

・床ずれ防止用具    ・体位変換器 

・手すり           ・スロープ 

・歩行器          ・歩行補助つえ 

・認知症老人徘徊感知機器 

・移動用リフト（つり具の部分を除く) 

・自動排泄処理装置 

・腰掛便座 

・自動排泄処理装置の交換可能部分 

・入浴補助用具（入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 

入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト） 

・簡易浴槽 

・移動用リフトのつり具の部分 

【給付制度の概要】 
① 貸与の原則 

   利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に 

 提供できるよう、貸与を原則としている。 
 

② 販売種目（原則年間10万円を限度） 
   貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によっ 

 て形態・品質が変化し、再利用できないもの）は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。 
 

③ 現に要した費用 

   福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付にお 

 ける公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。 

【厚生労働大臣告示において以下のものを対象種目として定めている】 
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福祉用具情報システム（TAIS:Technical Aids Information System） 
http://www.techno-aids.or.jp/ 
 

 福祉用具の製造事業者や輸入事業者から、福祉用具の機能・仕様、価格等の情
報を収集し、国内最大の福祉用具検索システムである。 

 介護保険で流通している福祉用具の約９割は掲載されている。 

 保険者は保険給付の判断材料として、また介護支援専門員はケアプランの参考
し、さらに貸与事業者では貸与計画や償還払い時の添付資料として活用してい
る。 

 全ての製品にＴＡＩＳコード、分類コード（CCTA95）を付しており、情報の共
有化に寄与している。 

 情報掲載（平成25年1月現在） 

 企業情報   ６４０社 

 製品情報 ８,２５７件 
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検索画面 
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（参考）福祉用具貸与の保険給付の状況（１） 

○ 福祉用具貸与費の受給者数は、全体で151.5万人である。（H25.1サービス提供分） 

○ 福祉用具貸与費の費用額は、全体で約203.41億円である（同） 

総数 151.5万人 総額 203.41億円 

福祉用具貸与の要介護度別費用額 福祉用具貸与の要介護度別受給者数 

出典：介護給付費実態調査（平成25年1月サービス提供分） 
26 



福祉用具貸与費の要介護度別・種目別の利用割合（件数） 

（参考）福祉用具貸与の保険給付の状況（２） 

○ 福祉用具貸与の種目別の利用割合（件数）は、手すり（25.95%）、特殊寝台（23.33%）、 
 車いす（19.41%）の順に多く、全体の約７割を占める。 

出典：介護給付費実態調査（平成25年1月サービス提供分） 

種 目 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総 数 

総 数   3.5%   8.5%  11.8%  24.3%  19.6%  17.8%  14.7%   100% 

 車いす   1.3%   3.8%   6.7%  22.0%  22.5%  24.2%  19.4%   100% 

 特殊寝台   0.6%   2.4%   5.4%  28.2%  23.7%  21.6%  18.0%   100% 

 床ずれ防止用具   0.1%   0.5%   1.7%   9.8%  13.8%  27.8%  46.3%   100% 

 体位変換器   0.0%   0.4%   0.8%   4.4%   6.9%  21.8%  66.1%   100% 

 手すり   6.6%  14.5%  20.9%  27.0%  17.6%  10.2%   3.2%   100% 

 スロープ   0.9%   2.7%   4.9%  13.7%  20.3%  29.8%  27.8%   100% 

 歩行器   8.7%  19.8%  20.9%  26.9%  14.6%   7.3%   2.0%   100% 

 歩行補助つえ   5.8%  16.5%  18.2%  29.3%  18.3%   9.4%   2.4%   100% 

 認知症高齢者 
 徘徊感知機器 

  0.0%   0.0%   3.2%  14.9%  34.4%  34.4%  14.3%   101% 

 移動用リフト   0.7%   3.3%   5.5%  24.0%  22.8%  22.5%  20.9%   100% 

 自動排泄処理装置   0.0%   0.0%   0.0%  14.3%  14.3%  28.6%  28.6%    86% 

出典：介護給付費実態調査（平成25年1月サービス提供分） 

注：自動排泄処理装置については、給付件数が少数であり、統計数値が千件単位で 
   あることから、要介護度別利用割合に誤差が含まれる。 
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福祉用具貸与の給付件数と１件あたり費用額の推移 ① 

出典：介護給付費実態調査月報（各年４月サービス提供分） 
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（参考） 
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出典：介護給付費実態調査月報（各年４月サービス提供分） 

 福祉用具貸与費の推移 福祉用具貸与の給付件数と１件あたり費用額の推移 ② 

   給付件数（単位：千件／月）   １件あたり費用額（単位：円／月） 
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出典：介護給付費実態調査月報（各年４月サービス提供分） 

 福祉用具貸与費の推移 福祉用具貸与の給付件数と１件あたり費用額の推移 ③ 
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   給付件数（単位：千件／月）   １件あたり費用額（単位：円／月） 

（参考） 
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４．介護ロボットに関する取り組み 
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福祉用具・介護ロボットに関する取り組み 

★平成２１年４月～平成２６年３月（経産省） 

 生活支援ロボット実用化プロジェクト 
 

★平成２２年６月（閣議決定） 

 介護ロボット等の研究開発・実用化の推進 
 

★平成２２年９月（厚労省・経産省） 

 介護・福祉ロボット開発・普及支援プロジェクト検討会 
 

 少子高齢化が進展し、介護ニーズが増大する一方で、労働力人口の減少が

見込まれる。また、腰痛予防等、介護現場における労働環境の整備が求められ
ている。 

 また、高齢者が要介護状態になっても自立して生活を続けるためには、我が
国の高い技術を活用することが求められる。 

 

 

 介護現場のニーズと企業側の技術のマッチングを行うとともに、介護現場の
不安感の解消を目指すことにより、実用化を促進する。 
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ＮＥＤＯ 生活支援ロボット実用化プロジェクト等による開発事例（一例） 
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★平成２３年１１月～平成２５年３月（厚生労働省） 

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（受託：テクノエイド協会） 
 

 ・介護施設のアンケート調査 
 ・試作機のモニター調査（実証試験）を行う課題抽出 
 ・国内外の実態把握 
 ・実用化を進めるにあたって有効にスキームの検討 
 

   （参考）調査研究報告書：http://www.techno-aids.or.jp/ 
 

 

 

★平成２５年４月（厚生労働省、経済産業省） 

 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（受託：テクノエイド協会） 

 ロボット介護機器開発・導入促進事業（経済産業省） 
 

 

 

★平成２５年６月（閣議決定） 

 日本再興戦略 ロボット介護機器開発５ヵ年計画 
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介護施設等に対するアンケート調査（管理者回答） 

4.4% 67.5% 22.8% 5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(ｎ=114)

公立 社会福祉協議会 社会福祉法人（社協以外） 医療法人 その他

合計(ｎ=114)

53.5%

47.4%

29.8%

14.0%

25.4%

43.0%

0.9%

4.4%

37.7%

42.1%

42.1%

28.9%

19.3%

64.9%

28.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

起居に関する介護負担の軽減

移乗に関する介護負担の軽減

移動に関する介護負担の軽減

食事に関する介護負担の軽減

排泄に関する介護負担の軽減

入浴に関する介護負担の軽減

見守りに関する介護負担の軽減

認知症ケアの負担の軽減や質の向上

情報共有に関する業務負担の軽減

その他の介護負担・業務負担の軽減

リハ訓練の効果向上

入所者のＡＤＬの維持、向上

入所者の生活意欲の維持、向上

その他

無回答

課題抽出 

調査対象 
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導入についての考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3% 0.9% 5.3% 20.2%31.6% 14.0% 15.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(ｎ=114)

人の手によるぬくもりのあるサービスを理念としており、介護ロボット導入は反対

積極的に導入を推進したい

適切なものがあれば導入を検討したい

導入したいが、現場で利用できるような有用な介護ロボットがない

導入したいが高価すぎて無理

その他

無回答

5.3% 92.1% 2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(ｎ=114)

経験がある 経験はない 無回答

開発中の機器に対する試用の経験 
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開発協力の方針について 
 

 4.4% 57.0% 4.4% 31.6% 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(ｎ=114)

基本的に積極的に協力する ケースによってその都度判断して協力する

基本的に協力しない 特に方針は決めていない

無回答

The Association for Technical Aids(ATA) 

合計(ｎ=65)

49.2%

90.8%

47.7%

41.5%

4.6%

1.5%

61.5%

63.1%

61.5%

78.5%

33.8%

72.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営理念に合致すること

金銭的なコストがかからないこと

施設職員の負荷が増大しないこと

業務手順、配員変更が生じないこと

施設職員の拒否が生じないこと

入所者の拒否が生じないこと

公的な機関で安全性評価があること

倫理審査が適切に行われること

メンテナンスなどで想定外の手間、人手が掛からないこと

機器の扱いになれるまで指導、研修がなされること

その他

無回答

開発協力の可否判断について 
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試行的に行ったモニター調査の一例 

資料 2012年度 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業における 介護機器等モニター調査事業（厚生労働省） 
 http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml 

追従型酸素機器搬送移動車両 

移乗ケアアシスト 

トイレでふんばる君 

歩行訓練ツール 
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試行的に行ったモニター調査の一例 

個人の体型に合った 
上肢運動機能補助装具 

補聴耳カバーシステム 

多機能車いす 

ロボットスーツ 
HAL福祉用 

パロ（セラピー用） 
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新たな機器開発への協力姿勢（まとめ） 
 
 

・機器開発に協力した経験のある施設はほとんどない。 
 
・協力可否の判断基準としては、新たな手間・負担が生じないこと、施設職員が
拒否しないこと、入所者の拒否が生じないことなどが主流である。 

 
・協力の程度についても機器紹介に対して職員がコメントする程度を想定する施
設が約６割であり、評価チームを編成して評価できる施設は極めて少数にとど
まる。 

 
・開発協力への謝礼は、多くを望む施設は少ない。  
 
・倫理審査については認識されていない施設も多く、審査経験はほとんどない。 

詳細 平成２３年度 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 事業報告書 

http://www.techno-aids.or.jp/ 
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（参考）介護ロボットに関する世論調査結果（平成25年9月12日内閣府公表） 

介護をする際の介護ロボットの利用意向 

介護を受ける際の介護ロボットの利用意向 
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介護で苦労したこと 
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介護ロボットへの期待 
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介護ロボットを選ぶ際の重視点 
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福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 

 

 急激な高齢化の進展にともない、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズは益々
増大する一方、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族を
めぐる状況も変化している。 
 また、介護分野においては、介護従事者の腰痛問題等が指摘されており、人材確保を図る上で
は、働きやすい職場環境を構築していくことが重要である。 
 このような中で、日本の高度な水準のロボット技術を活用し、高齢者の自立支援や介護従事者の
負担軽減が期待されている。 

背 景 

介護現場のニーズに適した実用性の高い介護ロボットの開発が促進されるよう、開
発の早い段階から現場のニーズの伝達や試作機器について介護現場での実証等を行
い、介護ロボットの実用化を促す環境を整備する。 

【介護現場からの意見】 

・どのような機器があるのか分からな
い 

・介護場面において実際に役立つ機
器がない・役立て方がわからない 
・事故について不安がある 
 

【開発側からの意見】 
・介護現場のニーズがよく分からない 

・実証試験に協力してくれるところが
見つからない 

・介護現場においては、機器を活用し
た介護に否定的なイメージがある 

・介護ロボットを開発したけれど、
使ってもらえない 

 

ミスマッチ!! 

現状・課題 

マッチング支援 

厚生労働省 
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The Association for Technical Aids(ATA) 

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 

福祉用具・介護ロボットの定義 
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福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 

 
 
介護ロボットの活用や 
開発等に関する相談 
窓口を開設 
 

○電話による相談 
○ホームページによる相談 

相談窓口の設置 

【具体的な取り組み内容（平成２５年度）】 

 
 
実証に協力できる施設・事業所 
等をリストアップし、開発の状態 
に応じて実証実験へつなぐ。 
 

○ホームページにて募集 
○協力施設・事業所等に対する研修 

実証の場の整備 

 
 
開発の早い段階から試作機器 
等について、協力できる施設・ 
事業所等を中心にモニター 
調査を行う。 
 

○専門職等による試用評価 
○介護現場において実証試験等 

モニター調査の実施 
 
 
国民の誰もが介護ロボットに 
ついて必要な知識が得られる 
よう普及・啓発を推進していく。 
 

○パンフレットの作成 
○介護ロボットの展示・体験 
○介護ロボットの活用に関する研修等 

普及・啓発 

        ○介護現場におけるニーズ調査の実施 
         ○介護現場と開発現場との意見交換の場の開催  等 
その他 

厚生労働省 
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福祉用具・介護ロボットの研究開発から普及の促進 

第１相試験 
（安全性評価段階） 

プロトタイプ機が完
成し、その安全性を
確認する段階 
 
健康成人を対象とし
た安全性の検証 
 

第２相試験 
（有効性評価段階） 

安全性が確認された
プロトタイプ機（あ
るいは改良機）につ
いて、有効性の確認、
適応・適用要件を確
認する段階 

第３相試験 
（実用性評価段階） 

安全性およびメイン
ターゲットとする利
用者層に対する有効
性が確認されたプロ
トタイプ機（あるい
は改良機）について、
より幅広い層や実際
の利用環境に即した
実用性を評価する段
階 

第４相試験 
（上市・普及段階） 

ひと通りの評価と改
良を終え、製品とし
て市場に投入、販売
を開始した段階 
 

製品が量産され、広
く一般に普及する段
階 

第０相試験 
（開発準備・開発段階） 

利用者の特性データ
やニーズに基づいて、
開発する機器の機能
や開発計画を検討す
る段階 
 

プロトタイプ機の開
発を開始し、要求機
能や開発計画を見直
しながら開発を進め
る段階 

介護施設等の専門職によるアドバイス支援 

■介護施設等の専門職等によるアドバイス支援事業 
（機器の開発コンセプトの策定） 
 ・使用者へのインタビュー 
 ・想定する対象者 
 ・想定する使用環境との適合      開発コンセプトの検討 
 ・類似した機器との相違          プロタイプ機の開発 
 ・有意性 
（現場ニーズ、機能の絞り込み） 
（開発者と使用者の連携） 

モニター調査（実証試験）の実施 

■介護機器等モニター調査（実証試験）事業 
（倫理的な側面） 
 ・自由意思、被験者の保護 
 ・インフォームドコンセント 
 ・個人情報の保護 
（科学的な側面） 
 ・実験計画の妥当性 
 ・被験者のリスクとベネフィトの衡量（こうりょう） 

普及促進 

■介護ロボット普及モデル事業 
 全国９ヶ所の介護実習・普及センターで実施 
◇ロボット介護機器導入実証事業（補正予算） 

 製造及び設置費用の補助 
 適切に利用するための講習の実施 
 導入効果測定 
 効果の情報の共有化 
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福祉用具開発にあたって留意事項 
 

 対象者と目的を明確にする 

 当該機器を使用することによる効果とリスクを明確する 

 適用範囲と禁忌事項を明確する 

 福祉用具はしている活動とできる活動の差を埋めるもの 
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介護ロボットに関する相談窓口の設置 

○開設：平成２５年７月 

 

○開設場所：公益財団法人テクノエイド協会内（介護ロボット相談窓口） 

      ◇専用電話：０３-３２６０-５１２１ 

      ◇相談用メールアドレス：robot@techno-aids.or.jp 

 

○寄せられている主な内容： 

（介護施設等から） 
・介護ロボットの種類や開発の状況、実用化している機器の概要を知りたい 

施設で使えるものがあるかどうか相談したい 

介護で困っていることがあるのだが、介護ロボットを活用した対応方法について相談したい 

介護現場のニーズを提供したい 等 

（開発者等から） 
介護ロボットの開発を計画しているが、介護現場のニーズに合っているかどうか相談したい 

開発中の介護ロボットについて実証試験をしたいが、どうすれば良いか教えてほしい 

介護現場のニーズについて相談したい 

我が社の持っている技術が介護現場で活用できるか相談したい 等 
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平成２５年度 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（専門職による試用評価） 

 

専門職によるアドバイス支援 
（公募URL：http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml） 

公益財団法人テクノエイド協会 
03-３２６６-６８８３ 

担当：（企画部）加藤・五島 

募集対象の機器、申請書類 

事業の概要・目的 

事業のフロー 

事業の内容 

開 
発 
企 
業 適切なアドバイ

スが行える介護
施設等 

テクノエイド協会 

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器（経済産業省による事業） 

Ⅱ．福祉用具 

○ 技術革新や開発企業の製品開発努力等により、新たに
開発されたもの、従来の機器ではできなかった優位性を発
揮するもの。 

ロボット技術の介護利用における重点分野 
（平成24年11月22日 経産省・厚労省公表） 

移乗介助 移動支援 排泄支援 見守り 

助言依頼 
（費用負担） 

結果報告書 
○ 受付は先着順となります。 

○ 所定の応募件数（１５件程度）に達したところで、受付を終
了いたします。 

○ 希望される企業は、アドバイス支援依頼書（様式１）に所定
の事項を記入しご提出ください。 

  （http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml） 
 

※本事業の成果として、助言内容等を集約し整理したものを
報告書・当協会のＨＰに記載する予定です。 

依頼（無料） 

報告 

機器の
説明 

（１回目） 
 機器のチェック 

（２回目） 
 助言・意見交換 

※場所等は両者で調整 

○ 開発コンセプトの段階（実機不要）や開発途中（試作機段
階）にある福祉用具･介護ロボットについて、介護・福祉の専
門職が、アドバイスを行います。 

○ 想定される使用者の適用範囲、期待される効果、期待する
効果を発揮するための課題及び対応案等を整理し、開発者
へフィードバックします。 

○ 依頼書(別添)をテクノエイド協会へ送付して下さい。 

○ テクノエイド協会において、助言を行うチームを選定します。 

○ 依頼から助言・意見交換の実施、結果報告書送付までの期
間は、２ヶ月程度を見込んでいます。（無料） 

専門職
の参加 
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アドバイス支援（試用評価）のねらい 
開発者と使用者の意見の摺り合わせ、コンセプトの検討 

〔開発者側〕 

技術・想定・コンセプト策定 
 

 機器の目的、特徴 

 使用者 

 使用方法や使用環境 

 現行の課題 

 使用者側への要求 

 

〔使用者側〕 

期待・適用効果を引き出す 
 

 想定する適用範囲 

 期待する効果 

 期待する効果を発揮するための
課題と対応案を共に検討する 

 開発側への要求 

 

 

開発初期の段階において、本格的な開発に向けた 

方向性を確認するとともに、連携体制の構築 
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介護施設等の専門職等によるアドバイス支援 

出展：http://www.techno-aids.or.jp/ 53 



介護機器等モニター調査（実証試験）事業 
 

開発企業 

 開発中の介護機器を介護施設等でモニター調査（以下｢実証試験」）する
場合の資金を交付することにより、開発する上での問題点を顕在化し、良
質な介護機器の実用化を促進する。 

 

実際の使用場面における実証試験 

企業と施設等とのマッチング 
 

〔応募対象となる企業等〕 

 介護施設等の実環境において、実証試験を行うための試作機を有する企業等 

 研究機関及び介護施設等によるコンソーシアムでも可能 

 主に第２相から第３相の実証試験を対象 

 適切な実証試験の実施に繋げるため、専門職等による助言、実証試験協力施設等
とのマッチングを希望される者とする 
 

〔モニター調査費用の交付〕 

企業１件あたり、平均１,２００千円 

実証試験協力施設 １件あたり ２５０千円 
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協力施設等と開発メーカーの役割分担 

協力施設等 メーカー等 

 担当者の設置 

 場所の提供と被験者（本人・介護
者）の確保に向けた協力 

 メーカー等において、円滑な実証試
験が行えるようアシスト 

 試験は実証試験計画通りに実施。
（勝手に変更したりしない） 

 報告書の作成 

  

  

  

 実証試験計画の作成・提示 

 被験者等に対する説明と同意の取得 

 当該機器の操作方法の教育 

 試験期間中の相談・緊急時等の連絡
先の２４時間確保 

 当該機器の保守・修理 

 試験データの取得（状況に応じて協
力施設へ委託） 

 試験データの解析・評価 

 事故に対する補償 

（必要に応じて、合意事項を文書化し
て、覚書を締結） 

  

  

その他、必要に応じて双方が協議しながら、現場のニーズと開発側のシーズを踏
まえた、適切かつ円滑な実証試験に努めることとする。 
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介護機器等モニター調査（実証試験）事業 

出展：http://www.techno-aids.or.jp/ 56 



 
 
○ 高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に
資するロボット介護機器の開発・導入を促進しま
す。 

 

○ 介護現場等のニーズを踏まえてロボット技術
の利用が有望な分野を重点分野として特定し、
その重点分野のロボット介護機器を開発する
企業等に対し補助を行うとともに、実用化に
必要な実証環境の整備等を行います。 

ロボット介護機器開発・導入促進事業 
平成25年度 ２３．９億円（新規） 

＜第2次公募締切７月１７日（水）（早期締切７月１日（月））＞ 

（公募URL：http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130530002.html） 

製造産業局 産業機械課 
03-3501-1691 

事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業の内容 

国 

大学・企業等 
で構成する 

コンソーシアム 

委託 

民間企業等 

補助 
（1/2～2/3） 

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器を企業・大学等が開発 

Ⅱ．実用化のための実証環境整備 

○実証に必要となる機能の評価手法、リスクアセスメント、安全
性の確保、倫理審査といった「実証プロトコル」を確立する。 

○その他、モジュール化や標準化等の検討を行う。 

ロボット技術の介護利用における重点分野
（平成24年11月22日 経産省・厚労省公表） 

移乗介助 移乗介助 移動支援 

排泄支援 認知症の方の見守り 
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今後の開発等の重点分野 

 ○ ロボット技術の介護利用は、現在、様々な分野で様々な主体により進められているが、経済産業

省及び厚生労働省は、開発支援する重点分野として、以下のとおり５分野を特定し、重点的に支援を

行うこととしている。 

 
 

介護ロボットの実用化支援について 

○移乗介助  

・ロボット技術を用いて介助
者のパワーアシストを行う
装着型の機器 

・ロボット技術を用いて介助者 
による抱え上げ動作のパワー 

アシストを行う非装着型の機
器 

○移動支援  

・高齢者等の外出をサポー
トし、荷物等を安全に運搬
できるロボット技術を用いた
歩行支援機器 

○移乗介助  

○排泄支援  

・排泄物の処理にロボット技
術を用いた設置位置調節
可能なトイレ 

○認知症の方の見守り  
・介護施設において使用す
る、センサーや外部通信機
能を備えたロボット技術を
用いた機器のプラットフォー
ム 
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○HP上において実用化支援の取組についての情報公開を行い、誰もが情報を得られることの
できる環境を構築 

 ・実証試験の取組状況の公表 

 ・積極的に介護ロボット等を導入している施設の取組状況の公表 等 

 

 

○介護現場に介護ロボットを活用した援助技術を周知させるために、地域拠点等との連携を図
り、普及活動を推進する 

 ・全国の中から福祉用具に関する地域拠点をモデル選別 

 ・モデル的に地域拠点において体験型介護ロボット展示や研修等の実施 

 ・研修手法について検証（研修ガイドラインのもととなるように） 

 

○身近な場所で情報が得られる環境整備の実施 

 ・最先端の機器についての情報（例えば、パンフレットや動画の閲覧等）が得られるよう 

 地域拠点等との連携を図る。 

 ・普及啓発用の冊子の作成  等 

福祉用具・介護ロボットの普及に向けて 
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介護ロボット普及モデル事業 実施機関 

 北海道介護実習・普及センター（北海道） 

 青森県介護実習・普及センター（青森県） 

 いきいき岩手支援財団（岩手県） 

 福島県男女共生センター（福島県） 

 なごや福祉用具プラザ（名古屋市） 

 兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所（兵庫県） 

 福祉用具プラザ北九州（北九州市） 

 佐賀県在宅生活サポートセンター（佐賀県） 

 大分県社会福祉介護研修センター（大分県） 

 地域包括ケアシステムの構築や認知症施策推進５か年計画が実施さ
れるなかにおいて、これまでの展示や研修に留まらず、地域における
介護ロボットの情報発信の拠点として果たすべき役割を見据えた事業
展開を行うこととする。 
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（参考）福祉用具･介護ロボットの普及を図る地域拠点 

○介護実習・普及センター 
介護ロボットの展示・相談、研修 

自立支援の繋がる自助具の製作 

介護職員等に対する研修 

（全国に４３か所） 

 

○地域包括や施設、家族介護者等 

  介護ロボット活用に関する情報 

 

資料：なごや福祉用具プラザＨＰより 
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ロボット介護機器導入実証チーム 
 

 

○ロボット介護機器については、現場とのコミュニ
ケーションの不足や先行事例が乏しいこと等、市
場の不確実性が高く、優れたアイディアを持ちつ
つも量産化に踏み切れていません。 

○本事業は、量産化への道筋をつけることを目的と
して、製造事業者と仲介者と介護施設がチームを
組んで、実際に現場で活用しながら、ロボット介護
機器の大規模な効果検証や改良を行います。 

○さらに、検証結果に基づく効果のＰＲ、普及啓発、
教育活動を通じて、ロボット介護機器導入の土壌
を醸成します。 

ロボット介護機器導入実証事業 
平成２５年度補正予算案 ２０．５億円 

製造産業局 産業機械課 
03-3501-1691 

事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業の内容 

国 

民間企業、仲介者、介護施設 
から構成されるチーム 

補助 
 製品製造・設置費用の1/2（※）、2/3 
 講習・効果測定費用の1/1 
 ※製造事業者等が大企業の場合は1/2 

民間企業等 

ロボット技術の介護利用における重点分野 
（平成24年11月22日 経産省・厚労省公表） 

移乗介助 移乗介助 移動支援 排泄支援 見守り 

補助 

製造事業者 

仲介者 
（レンタル業者等） 

•ロボット介護機器の製造 
•導入講習計画の作成 
•効果検証計画の作成 

•導入講習の実施 
•効果検証の実施 
•改良点のフィードバック 

介護施設 
•ロボット介護機器の継続活用 
•効果検証への協力 

•製造事業者、仲介者、介護施設のマッチング支援 
•効果検証効果の集約 
•効果ＰＲ・普及啓発・教育活動 

介護現場におけるロボット介護機器の 
大規模な導入実証を実施 
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ロボット介護機器導入実証事業 事業スキーム 

メーカー 仲介者（レンタル事業者等） 介護施設 

 初期ロットのロボット製造 
 導入講習計画作成 
 導入効果測定計画作成 

 導入講習の実施 
 介護現場への導入支援 

 導入効果測定の実施 
 改良点のフィードバック 

導入 

量産化 
への改良 

 導入講習への参加 
 介護施設における継続活用 
 導入効果測定への協力 

チームＡ 

チームＢ 

チームＣ 

開発実証事業   
補助率 

 製品製造・設置費用の１／２
（大企業）、２／３（中小企業） 

 講習・効果測定費用の１／１ 

事務局（民間団体等） 

メーカー、仲介者、介護施設のリスト
化及びマッチング支援 

 導入効果の集約及び効果を元に
した普及・広報・教育活動 

経産省 定額
補助 

※例えば地域毎に仲介者と介護施設の組み合わせを変えるなど、メー
カーは、複数のチーム形成（複数の補助申請）を行うことが可能。 

製品費用の残り１／２又は１／３をチーム内で分担 

チームへ補助 
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５．認証マークと情報システムについて 
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福祉用具の目的付記型ＪＩＳマーク（工業標準化法） 

平成２０年５月より、第３者認証制度の開始 
 

登録認証機関が、製品試験と品質管理体制を審査し
、ＪＩＳマーク表示を認める 

 
・外観 ・寸法 

・性能  

 安定性、耐久性、衝突試験等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（背景） 

高齢化社会の進展に伴う需要の増加によって、製品事故が
増加 

国民生活の安心・安全が課題 

古くからＪＩＳ規格はあるものの、認証機関が認証業務を
行うに当たって必要となる試験設備や試験員の確保、具体
的な認証方法等を決めることなどが困難であったため、Ｊ
ＩＳマーク表示ができなかった 
 

 

手動車いす 
電動車いす 
在宅用電動介護用ベッド 
 

可搬型スロープ 
入浴いす 
ポータブルトイレ 
歩行器・歩行車 等 

○主な原案作成団体 
  ＪＡＳＰＡ（日本福祉用具・生活支援用具協会） 

 
○第３者登録認証機関 
  ＪＱＡ（日本品質保証機構） 

  ＪＥＴ（電気安全環境研究所） 

  ＭＧＳＬ（日本文化用品安全試験所） 
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福祉用具に関するＳＧマーク（消費生活用製品安全法） 

消費生活用製品安全法に基づき、一般財団法人 製
品安全協会が製品の安全を保証するもの 
 

 ・製品の外観及び構造 

 ・寸法 

 ・機能、強度、耐久性 等 
 

ＳＧ基準の制定は、消費者代表、製造・輸入事業者
代表、学識経験者・中立委員の３者構成からなる委
員会において審議しながら協会が策定 

試験は、協会が委託した検査機関が行い、認証方法
には｢工場等登録・型式確認｣と｢ロット認証｣の２種
類がある 

ＳＧマークには、１億円を限度する対人賠償保険が
付けられる 

 

 

 

棒状つえ 
手動車いす 
歩行車 
シルバーカー 
電動介護用ベッド 
入浴用いす 
ポータブルトイレ等 

全９品目 
○実施主体 
 一般財団法人 製品安全協会 
 

○委託検査機関 
 ＭＧＳＬ（日本文化用品安全試験所） 

 ＪＡＳＰＥＣ（日本福祉用具評価センター） 

 ＪＥＴ（電気安全環境研究所） 

 自転車産業振興協会、日本車輌検査協会など 
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ＱＡＰマーク（福祉用具の臨床的評価） 

厚生労働省から補助を受けて、テクノエイド協会
が進めている事業 

ＪＩＳ認証を取得した製品を対象 

実際の利用者の状態像と使用場面を想定した評価 
・操作機能性 

・使用上の安全性 

・取扱説明書、表示の理解しやすさ 

・保守、点検のし易さ 
 

評価項目の作成は、ＪＩＳ規格と連携して作成 

事故情報や介護現場で起こりうるヒヤリ・ハット
情報などをもとに評価項目を検討 
 

評価は、５名の専門職等がチームを編成して行う 
エンジニア 

  工学的側面を理解し、ユーザビリティ評価ができる者 

ＰＴ又はＯＴ 

  運動機能や生活機能の観点から評価できる者 

福祉用具相談担当者 

  福祉用具の相談・適合経験が３年以上ある者 

ユーザー 

  高齢者・障害者等、実際に福祉用具を利用する者 

 

 

①手動車いす 

 （JIS T 9201 手動車いす） 
②電動車いす（標準形・簡易型） 
 （JIS T 9203 電動車いす） 
③電動車いす（ハンドル形） 
 （JIS T 9208 ハンドル形電動車いす） 
④特殊寝台 

 （JIS T 9254 在宅用電動介護用ベッド） 
⑤車いす用可搬型スロープ 

 （JIS T 9207 車いす用可搬形スロープ） 
⑥入浴台 

 （JIS T 9257 入浴台） 
⑦浴室内すのこ及び浴槽内すのこ 

 （JIS T 9258 浴室内すのこ及び浴槽内すのこ） 
⑧浴槽内いす 

 （JIS T 9259 浴槽内いす） 
⑨入浴用いす 

 （JIS T 9260 入浴用いす） 
⑩ポータブルトイレ 

 （JIS T 9261 ポータブルトイレ） 
⑪歩行器・歩行車 

 （JIS T 9264 歩行補助具－歩行器）、 

 （JIS T 9265 歩行補助具－歩行車） 
⑫エルボークラッチ 
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ＱＡＰマーク（福祉用具の臨床的評価） 

○評価実施機関 
福祉用具総合評価センター（ＣＥＣＡＰ） 

東京都福祉保健財団 

川崎市社会福祉事業団 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

日本福祉用具評価センター（ＪＡＳＰＥＣ） 

福祉用具プラザ北九州 

 

○認証製品の情報提供 

  現在までに１３７製品を認証 
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ＴＡＩＳ（福祉用具情報システム）に情報提供 

国内最大の福祉用具検索システム （ＴＡＩＳとは、Technical Aids Information System の略） 

メーカー及び輸入事業者から福祉用具の詳細情報を収集 
全ての情報に「ＴＡＩＳコード」と「分類コード」を付番しており、関係者
の情報共有に寄与 
平成２５年５月現在「５８６社 ７,７５１件」掲載 

床ずれ防止マット 
クッション等･･･ 
 
 
入浴や排泄に用いる用具等･･･ 
 
車いす、歩行器、杖等･･･ 
 
 
介護用ベッド、段差解消のた
めの用具等･･･ 
 
 

① 

② 

③ 

④ 
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福祉用具情報の画面 
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福祉用具の安全な利用を喚起するための取り組み 

 福祉用具の利用機会の増加にともない、重大事故等の報告が見られるように
なった 

 

 

 

 

 

 福祉用具は、虚弱な人や様々な障害をおった人が利用するものであることか
ら 

 緊急事態における対応能力の低下 

 危険の回避能力の低下 

 理解力の低下 

 適合上の問題 など 

 

 事故を未然に防ぐためのリスクアセスメント（危機管理）が重要な課題 

The Association for Technical Aids(ATA) 

重傷事故報告のうち、 

７割以上が、「製品に起因しない事故」或いは 

「原因が不明なもの」である 
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福祉用具に関する事故 

「使用の安全」

ソフト

適正利用

ハード

不適正利用

改造

メンテナンス不備

不適切な組合せ 等

誤操作

誤使用 等

破損

構造上の欠陥

表示無し・表示不良 等

目的外使用

危険を伴う使用 等

「製品安全」

使用上の安全対策が喫緊の課題 
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福祉用具に係る事故情報等を活用する方策検討 

情報収集

集計・分析

事故･ヒヤリハット・
苦情等の
情報

活用
（研究開発、製品改
善、専門職や利用者
への喚起・啓発等）

フィードバック
（通知、指導・勧告、

公表・公開）

有識者等による事例化 

汚点としない、処罰の対象と
しないこと 

事故防止、 

事例の迅速な共有 

The Association for Technical Aids(ATA) 

取説、規格、説明、 

製品開発等へ反映 

73 



福祉用具の利用に係わるヒヤリ・ハット情報の提供 

テクノエイド協会のＨＰから情報提供 
 

介護保険の適用種目から検索 

一般的名称による検索 

複数検索可能 

場面による検索 

イラストにより理解 

 しやすい内容 

簡単な解説 

参考となる要因解説 
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５．福祉用具の研究開発にあたって 
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福祉用具の研究開発にあたって 

福祉用具研究開発のステップ 

調査 

調査 分析 

開発計画 

計画 

設計 

試作 改良 

評価 

ニーズ 
特性 

使用者 

被験者の
同意 

工学的評価 
臨床評価 販売 

ニーズの把握 

開発資金 

効果測定 

実証試験 

開発資金 

販路開拓 

適合情報の提供 

開発 
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開発から活用までの課題 

ニーズ（要望） 

シーズ（技術） 

開発 製品化 普及 利活用 

採算があわない 

社内の理解 

高価 
試用できない 

使いこなせない 

使用状況
の確認 

効果の検証
困難が難しい 

The Association for Technical Aids(ATA) 

改良に反映されにくい 

マッチングが難しい 

開発費が捻出できない 

適合情報の不足 
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The Association for Technical Aids(ATA) 

安全性評価段階 有効性評価段階 実用性評価段階 上市段階

第１相 第２相 第３相 第４相

計画策定支援

段階別プロセス支援

コーディネート支援

普及支援

開発支援

福祉用具・介護ロボット実用化支援のあるべき方向性

普及段階開発準備段階 開発段階

着想・開発準備段階 プロトタイプ機の開発・実証段階 市場投入段階

経産省（ロボット介護機器開発・導入促進事業） ※日本再興戦略に位置付け 、５ヵ年計画

使用者と開発者によるワークショッ プ

モニター協力施設の紹介

中小企業庁（中小企業技術革

新挑戦支援事業）

ＮＥＤＯ（福祉用具実用化開発推進）

テクノエイド協会（福祉用具・介護ロボット実用化支援事業） ※２３年～

厚労省（障害者自立支援機器等開発） 【新規】ニーズとシーズのマッチング

経産省（地域ライフイノベーション創出実証研究）

ＮＩＣＴ（通信・放送サービス充実研究）
WAM（社会福祉振興助成）

ユーザと開発者が気軽に情報交換できる場の提供

開発計画策定に係わる相談

アイデアの事前検証(市場規模の推定）

実証試験（ 実環境におけるモニター調査） の実施

専門職等によるアドバイス支援の実施

福祉機器の専門家（医・工）、介護・リハ施設、当事者団体等による助言

倫理審査の実施と指導

モニター協力施設の登録、体制整備、組織化

適切な実証試験が行える人材の育成

モニター結果

情報蓄積・共有

運用・教育マニュアルの作成支援

介護ロボ普及事業 展示、 研修、 試用貸出

介護施設

普及センター
地域包括センターなど

開発・実証試験に係わる相談

自治体等でのパイロット導入制度

政府系金融機関融資、民間リース

普及に係わる相談

規格化・標準化

流通事業者とのマッチング

ＤＢ化、教育・研修の企画実施

専門家による

事前検証

推奨マーク

付与制度の創設

介護ロボット等利用推進協議会（仮称）

普及の促進

経産省（ロボット介護機器実証事業）

※２５年度補正予算 （２６年継続予算）

・公的給付等の検討（福祉用具の保険
給付のあり方検討会等へ提言）

・介護保険給付の対象化
・介護報酬の加算や減算

・介護労働環境向上奨励金 ・・・
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適切かつ効果的な実証試験を行うために 

 体制の組織化（社内・外部、協力施設等） 

 実施する施設又は事業所 

 機器の概要 
  ・機器の対象、目的、効果・性能、動作・原理 

  ・機器の安全性、リスクアセスメント 

 研究デザイン、手順 

 被験者の募集・選定手続き、インフォーム
ドコンセント 

 被験者が被るリスク 

 実証試験によるベネフィト（便益） 

 個人情報やデータの保護・管理 
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ご静聴ありがとうございました 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 五島清国 

 

162-0823 

東京都新宿区神楽河岸１－１ 

セントラルプラザ４階 

電話 ０３－３２６６－６８８３ 
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